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論　説

「思いやり予算」と日米関係1977－1978年
―沖縄米軍の再編と日本政府の対応を中心に―

野添　文彬
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３．労務費分担をめぐる日米協議
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１．はじめに

　1978年以降、日本政府は、在日米軍駐留経費の負担分担を本格的に開始

する。すなわち、1978年度予算において労務費約62億円を、1979年度予算

において労務費約140億円と施設費約140億円、合計約280億円を日本政府

は計上したのである。

　そもそも、在日米軍が使用する施設・区域の経費負担の原則は、日米地

位協定第24条で定められている。その第１項によれば、「日本国に合衆国

軍隊を維持することに伴うすべての経費は…この協定の存続期間中日本国

に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される」。第２項では「日

本国は…すべての施設及び区域並びに路線権をこの協定の存続期間中合衆

国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並び

に路線権の所有者及び提供者に補償を行うことが合意される」と記されて

いる。つまり日米地位協定では、日本側が、米国側の使用する施設・区域

及び路線権を自国の負担で提供するのに対し、米国側は、施設・区域が提
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供された後の維持経費を負担することになっている１。

　このような日米地位協定の規定にもかかわらず、在日米軍駐留経費を日

本政府が引き受ける根拠について、野党は1978年６月の国会で日本政府を

追及した。これに対し、当時の金丸信防衛庁長官は、「駐留経費の問題に

ついては、…『思いやり』の立場で地位協定の範囲内で出来る限りの努力

を払いたい」と答弁する。この金丸の発言をきっかけに、日本政府が負担

する在日米軍駐留経費は、「思いやり予算」と呼ばれることになったのは

周知の通りである。

　「思いやり予算」（正式名称は「接受国支援（Host Nation Support）」）は、

その後、労務費、施設費に加えて水道光熱費、訓練移転費などへ拡大し、ピー

ク時の1999年度には2756億円にも達するなど金額も増大しながら今日に至

るまで継続しており、日米防衛協力の重要な柱となっている。米国側から

見れば、日本政府の財政支援によって、在日米軍基地は、世界中の米軍基

地と比較して「順調」に維持されてきた。こうした日本政府の政策は、「物

質的補償」の提供によって米軍基地の安定的維持を図る「補償型政治」の

典型例とされるのである２。

　「思いやり予算」がどのように開始されたのかについては、すでに研究

者やジャーナリストによる多くの研究や著作が存在する。まず、1972年に

実現した沖縄返還をめぐる財政取り決めで、日本政府が基地改善・維持費

を負担することになったことが「思いやり予算」の原型であったことが指

摘されている３。その後、1978年から「思いやり予算」が本格的に開始さ

れた経緯についても、次のことが明らかにされている。米国側は、ベトナ

ム戦争による戦費の増大や当時の対日貿易赤字の拡大、円高ドル安の進展
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を背景に、在日米軍駐留経費の分担を日本側に要求した４。これに対し日

本側は、米国の「アジア離れ」を食い止めるため、経費分担を引き受けた

のだった５。これらの先行研究は、重要な示唆に富むものの、日米それぞ

れの政府内の動向にまで踏み込んだ分析を行ってはいない。また、1978年

度予算では労務費だけだった在日米軍駐留経費が、なぜ1979年度予算では、

施設費も加わり、金額も増大したのか、そのプロセスは明らかにされてい

ない。

　それゆえ本稿は、当時の日米関係において、在日米軍駐留経費の日本政

府による負担分担がどのように開始されたのかを、先行研究の中では十分

に論じられていない次の視角から、分析することを目的とする。

　第一に、日本政府が在日米軍駐留経費を引き受けた背景として、当時、

カーター（Jimmy Carter）政権下で進められていた在韓米軍撤退計画に

加え、沖縄米軍再編計画に注目する。在韓米軍撤退問題を扱った研究では、

米国側が、同問題に対する日本側の不安を利用しながら、「思いやり予算」

を引き出したことが指摘されているものの、それは実証的に解明されてい

る訳ではない６。また当時、米国政府内外では、沖縄の海兵隊についても、

縮小や撤退を含めた配置の見直しが検討されていたが、これまで十分に分

析されてこなかった。本稿は、日本政府が、在韓米軍撤退に続いて、沖縄

から海兵隊が撤退するのではないかと不安を感じ、米国政府がこのような

不安を利用して在日米軍への財政支援を引き出したと論じる。

　第二に、在日米軍駐留経費分担問題をめぐる日本政府内の動向を、外務

省と防衛庁に注目して分析する。これまでの研究では、同問題についての

日本政府内の動向については踏み込んだ検討はなされてこなかったが、本

稿では、日米地位協定への姿勢や対米協力方針をめぐって外務省と防衛庁

が対立していたことを指摘する。この対立の背後には、従来、外務省が日
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米関係や日本の安全保障政策で重要な役割をはたしていたのに対し、防衛

庁が急速に発言力を強めていたという事情もあった。本稿では、米国政府

が当初、労務費の分担を要求したのに対し、防衛庁が積極的に対米協力に

応じようとした一方で、外務省が日米地位協定の枠内で施設費の負担分担

でこれに替えようとし、両者の対立の中で、結局、米国政府は労務費・施

設費の双方とも獲得するプロセスを明らかにする。

　本稿では、まず、1977年以前に、労務費をはじめとして、在日米軍駐留

経費分担問題が浮上する経緯を概観する。次に、カーター政権発足後の米

軍プレゼンスの見直し作業の中で、在日米軍駐留維持費の問題がどのよう

に扱われたのかを検討する。第三に、労務費の分担をめぐる日米協議がど

のように展開したのかを分析する。最後に、金丸防衛庁長官の主導によっ

て、いかに「思いやり予算」が開始されたのかを明らかにする。これらの

分析を行うに際しては、日米の公文書とともに、当時の新聞を使用する。

２．在日米軍駐留経費分担問題の論点化とカーター政権の発足

　１）在日米軍駐留経費分担問題の論点化

　1960年代後半、米国は、ベトナム戦争によって膨大な軍事的・経済的負

担とともに深刻な社会的亀裂を抱えることになった。それゆえ米国政府は、

1960年代末以降、対外政策の見直しに取り組み、海外の米軍プレゼンスを

縮小するとともに、同盟国への負担分担を進めようとした。

　こうした軍事プレゼンスの見直しの一環として、米国政府は、日本本土

の米軍基地を大幅に縮小した。同時期、日米両政府は、施政権返還前後の

沖縄の米軍基地整理縮小にも取り組んだが、大規模な縮小には至らなかっ

た。その結果、在日米軍基地の沖縄への「集中」が進むことになる７。ま

た沖縄では米陸軍が縮小され、陸軍施設で働いていた日本人従業員の解雇
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も実施された８。それによって、1972年の約２万人から1976年の約１万人

へと基地従業員は大幅に削減されたのである９。

　さらに米国政府は、経済面や安全保障面で日本との負担分担を進めよう

とした。その中で提起されたのが、在日米軍の駐留経費の日本政府による

分担である。日本側に負担させる分野として、まず考えられたのが、施設

の移転費用だった。1973年１月の日米安全保障協議委員会（SCC）では、

在日米軍基地の整理統合に伴って代替施設の建設や施設の改善・改造のた

めの費用を日本側が引き受けることが合意される10。米国政府は、在日米

軍基地の構造を、整理統合を通して、むしろ「最小限の中核」へと効率化

しようとし、その際、「移転費用を日本政府が支払うこと」を目指したの

である11。

　日本政府の負担が期待された、もう一つの分野が、基地従業員にかかる

経費、つまり労務費だった。円高・ドル安が進行した結果、在日米軍基地

で働く日本人従業員にかかる費用が増大したため、米国政府は、基地従業

員を大幅に解雇するだけでなく、日本政府による支援を求めようとしたの

である。それゆえ、1976年７月のSCCで、ガイラー（Noel Gayler）太平

洋軍司令官は、米国側から日本側への労務費の分担要求を初めて公式に

行った。彼によれば、在日米軍基地における労務費が1971年から５年の間

に100％も急上昇しており、こうした状況が続けば、「在日米軍にとって極

めて困難な事態を招く」というのだった12。

　一方、日本国内では、1970年代半ば以降、日米安保体制への支持が急速

に高まった。その背景として、次のことがすでに指摘されている。まず、

1970年代半ばまでに、日本本土で米軍基地が大幅に縮小され、反基地感情
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15  外務省アメリカ局安全保障課「第16回安保運用協議（SCG）議事要旨」1975年１月29日、外

務省情報公開 2012-00623-4。
16  櫻川前掲論文、16頁。

が低下した。さらに、ベトナム戦争終結や米中接近・日中国交正常化に

伴って戦争に「巻き込まれる」という議論が現実味を失った。その一方で、

1975年４月にサイゴンが陥落して南ベトナムが崩壊したことに対し、米国

から「見捨てられる」という不安が高まったというのである13。

　こうした国内情勢を背景に、日本政府は、米国政府との安全保障協力を

推進していく。1976年７月には、日米防衛協力小委員会（SDC）の設置

が合意された14。

　また日本政府は、「侵略のある場合初動の作戦に即応しうるような部隊」

「日本防衛のためいつでも米国が立上がるという意志の確証を与える部隊」

としての在日米軍が維持されることを望んだ。防衛庁によれば、そのよう

な在日米軍は、「海兵隊及び支援航空部隊を含む最小限１ヶ戦略単位の陸

上部隊」、海上機動部隊、航空部隊から構成されるのであった。そして、

このような在日米軍のプレゼンスの安定的維持に寄与することで、日本政

府は、「日本の防衛のみならず、アジアの安全保障に貢献できる」と考え

られたのである15。

　その一方で、日本政府による在日米軍駐留経費の分担には、日米地位協

定による制約があった。在日米軍基地の整理統合に伴う代替基地施設の建

設や施設の改修費の負担については、野党からの批判を受け、1973年３月

に大平正芳外相は、日米地位協定第24条を「代替の範囲を超える新築を含

むことがないよう」運用するという政府見解を発表する16。つまり日本政

府は、在日米軍基地の代替施設の費用は引き受けるものの、それ以上の施

設費の負担は引き受けないという方針を示したのである。また、米国側の

労務費の分担要求については、日米合同委員会で協議されることになった
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ものの、やはり日米地位協定が大きな壁になると予想された。

　２）カーター政権の発足と米軍プレゼンスの見直し

　1977年１月、米国ではカーター政権が発足した。カーターが大統領選挙

で公約に掲げたのが、在韓米軍の地上兵力の完全撤退である。米国内で

は、ベトナム戦争後、再びアジアの戦争に巻き込まれたくないという気分

が残っており、また朴正煕大統領の独裁体制への反発が強まっていた。そ

れゆえカーターは、在韓米軍撤退を主要な政策課題とし、政権発足後直ち

にその作業を指示した17。

　またカーター政権は、中国との国交正常化を外交目標としており、その

実現のため、米華相互安全保障条約を破棄し、在台湾米軍も撤退させる方

針であった。さらにカーター政権は、ベトナム戦争後のフィリピンにおけ

るナショナリズムの高まりなどに対応し、フィリピン政府との間で在比米

軍基地協定の改定交渉に取り組まなければならなかった18。

　このようにカーター政権は、アジアにおける米軍プレゼンスを見直す必

要性に迫られていた。それゆえ、政権発足当初から、米軍プレゼンスを効

率化するべく、「韓国、東南アジア、フィリピンへの政策の再検討に基づ

いて、太平洋における兵力再編を主導する」ことや、「同盟国による負担

分担の増大や米国の機動性を強化することで、米国の海外配備を削減させ」

ようとした。日本についても、防衛力強化を通して、安全保障上の負担分

担を促進するとともに、1978年末までに「在日米軍基地での米国の労務費

への、日本のより大きな財政上の支援を確保すること」を政策目標とした

のである19。
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　一方、日本政府内では、特に在韓米軍撤退に対し安全保障上の不安が高

まった。すでにカーター政権が発足する以前から、三木武夫政権は、在韓

米軍撤退に批判的な声を上げ、1976年12月に発足した福田赳夫政権もカー

ター政権にこの政策への慎重姿勢を要請した20。

　在韓米軍撤退が懸念された背景には、日本による大幅な防衛力増強が必

要になるといった事情があったが21、特に注目すべきは、「地上兵力」撤

退がもたらす政治的・心理的影響への関心である。当時、防衛庁防衛課長

だった西廣整輝によれば、韓国から米国の地上兵力が撤退すれば、海上兵

力や航空兵力などが残されたとしても「それはいつでも飛んで逃げられ

ちゃうんだから、動きにくいものがいるってことが非常に大事」だった。

それゆえ韓国に「象徴的なものとしての陸軍兵力のような、非常に動きに

くいものを置いてもらわなきゃ困る」と考えられたのである22。久保卓也

国防会議事務局長も、1977年１月、米国防省高官との会談で、「韓国から

の米国地上兵力の撤退は、軍事的考慮からだけではなく、政治的考慮から

も検討されるべき」だと主張した23。

　米国政府内でも、このような日本政府の考えは理解されていた。NSC

スタッフのアマコスト（Michael H. Armacost）は、日本政府内では、「韓

国への我々のコミットメントの証拠」として、「形ばかりの地上兵力」だ

けでも維持してもらいたいと考えられていると報告している。また彼は、

在比米軍基地協定改定交渉についても、日本政府は、東南アジアに米国の

軍事プレゼンスが維持されることを望んでおり、もし在比米軍基地が縮小

されれば、日本国内でも米軍基地縮小要求が高まるであろうと予想したの
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だった24。

　それゆえカーター政権は、米国の軍事プレゼンスの見直しを進める一方

で、日本政府が安全保障上の不安を感じないよう配慮していく。アマコス

トは、２月のブレジンスキー（Zbigniew K. Brzeziński）大統領補佐官へ

の覚書で、在韓米軍撤退や、在比米軍基地改定交渉、さらに在台湾米軍撤

退を同時に行うことで、米国の「地域からの全般的な退潮という誤ったシ

グナルを送る可能性がある」と懸念した。それゆえ彼は、在韓米軍撤退の

一方で、「日本に配備された戦域予備兵力（theater reserve force）の大

きな変化を回避するべき」だと論じた25。３月にも、在比米軍基地協定改

定交渉に関する米国政府内の政策検討委員会（PRC）では、在韓米軍撤

退などによって、日本などが将来的な米国の東アジア関与に不安を持って

いることが確認された。それゆえ参加者の間では、現時点で在比米軍を大

きく削減しないことが政治的に重要だという点で一致したのである26。

　こうして米国政府内では、日本といった同盟国の懸念に配慮し、４月に

は、PD/NSC18「米国の安全保障戦略」で、「韓国からの撤退を例外に…

西太平洋において配備された、戦闘兵力の現在のレベルを維持する」こと

が決定される27。さらにこの時期、米国政府内では、韓国や台湾から米軍

を撤退させる中で、「我々は、西太平洋に我々の兵力を維持する上で、ま

すます日本とフィリピンに依存するようになっている」と考えられた28。

しかし、1977年の間、フィリピン側が求めた基地使用料などをめぐり、マ

ルコス政権との基地協定改定交渉は難航した29。こうして在比米軍基地の
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安定的維持が見通せない中、米国政府にとって、在日米軍基地の安定的維

持の重要性は相対的に高まっていたのである。

３．労務費分担をめぐる日米協議

　すでに述べたように、カーター政権は、在日米軍駐留経費のうち労務費

を日本政府に分担させることを目指していた。1977年２月の駐日大使館の

電報によれば、在日米軍基地内の労働者の削減にもかかわらず、その費用

は、1968年の１億4300万ドルから1975年の４億ドルへ増大していた。米国

の国防予算の制約も考慮すると、このままでは、日本に信頼性のある米軍

のプレゼンスを維持できなくなる可能性があった。それゆえ、日本政府か

ら財政支援を確保するべく、「高いレベルでの米国の関心」を明確化すべ

きだというのだった30。

　こうしてカーター政権は、日本政府に繰り返し労務費の負担分担を要

求していく。早くも政権発足直後の1977年１月に訪日したモンデール

（Walter F. Mondale）副大統領は、日本政府に在韓米軍撤退について理

解を求める一方で、在日米軍駐留経費の負担分担を求めた31。３月21日に

行われた日米首脳会談では、カーターは福田に対し、在日米軍基地の日本

人労働者の費用が急激に上昇し、米国議会でも問題になっていると指摘し、

その負担の一部を日本側が分担するよう要請する。福田は、現在の日米地

位協定の条件を超えることはできないが、地位協定の「枠内」で、「米国

側を支援する『方法と対策』を探す準備がある」と応じている32。

　そして同月、在日米軍駐留経費問題をめぐる日米協議の第一回会合が開

催された。４月に行われた第二回会合では、米国側は日本側に対し、日本

人基地労働者の退職金や社会保障費といった労務費を日本側が負担するよ
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う求めた。しかし、６月に行われた第三回会合で、日本側は、これらの米

国側の要求は、日米地位協定の枠を超えるとして疑問を呈した33。

　日本政府内では、特に外務省が、労務費の分担に消極的な姿勢を示した。

７月の鳩山威一郎外相とブラウン（Harold Brown）国防長官の会談でも、

同席していた山崎敏夫アメリカ局長は、日米地位協定上、労務費の日本政

府による分担は困難だと指摘した。彼によれば、日米地位協定の条文の解

釈については、詳細に国会で検討されており、地位協定そのものを改定す

るのも難しかった。その上で山崎は、すでに実施されているように、在日

米軍基地の整理統合で積極的に協力すると述べている34。９月に行われた

日米政策協議でも、外務省からの参加者は、日本国内では依然として「米

国が在日米基地を維持するのに日本側としてもある程度の貢献をすべしと

の方向にはいっていない」と米国側に説明した。これに対し米国側は「日

本が、在日米軍基地の維持のために貢献をすることは、象徴的な意味があ

り、貿易を含む日米関係全体に好影響を与えうる」と論じた。しかし外務

省は、「基地の統廃合、基地の安定使用のために日本側が大きな支出を行っ

ている」と反論したのだった35。

　このように外務省内では、日米地位協定第24条の観点から、「米国の主

張に理はない」と考えられた。しかし、同盟国である米国側の要求を「放

置することはできない」とも考えられた36。当時、条約局長だった中島敏

次郎も、「米ドルの価値がずっと下がって、日米間の問題としてこのまま

ではいけない」と思っていたという37。アメリカ局安全保障課長だった佐

藤行雄も、米国の対日貿易赤字が1976年には50億ドルを突破し、米議会で

「安保ただ乗り」批判が高まり、「発火寸前の乾いた干し草」のような状況

になっていたと回想する38。それゆえ外務省は、米国側に対し、代替案を
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提示している。７月、佐藤行雄安全保障課長は、NSCのアマコストに対し、

労務費を日本政府が分担することは極めて困難だと指摘した上で、次のよ

うな代替案を検討していることを伝えたのである。それは、在日米軍の住

宅環境が厳しい中、「岩国や三沢のような場所に、米軍の新たな施設を建

設する」ことで、労務費の負担分を相殺するというものであった39。

　米国政府内でも、こうした外務省の主張もあって、日本政府にとって、

日米地位協定上、労務費の負担分担は「非常に困難」だという点は理解さ

れていた40。それゆえアマコストは、「米軍基地に新たな施設を建設する」

という外務省の代替案について、「我々は、究極的には、ここまで後退し

なければならないかもしれない」と考えた。しかし彼は、さしあたっては

引き続き日本側に労務費の分担を要求するようブレジンスキーに提言して

いる41。

　一方、日本政府内でも、外務省とは異なり、防衛庁・防衛施設庁は、米

国側の要求する労務費の負担分担に前向きだった。すでに７月、防衛施設

庁は、健康保険や退職金などの労務費を引き受けるための基礎作業を開始

している42。８月の衆議院内閣委員会では、亘理彰防衛施設庁長官が、日

米地位協定第24条の枠内で、基地従業員の労務費を肩代わりすべく、外務

省などの関係省庁と協議していると発言した43。９月のブラウン国防長官

との会談でも、三原朝雄防衛庁長官は、日米地位協定をめぐって日米で見

解の相違があると指摘しつつも、労務費の分担について前向きに検討する

と述べたのである44。

　防衛庁・防衛施設庁が労務費の負担分担に前向きな姿勢をとった理由と
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しては、次のような事情があったといえる。第一に、防衛庁はこの時期、

日米安全保障関係において発言力を高めていた。前述のように、1976年に

SDCの設立が合意されるなど、日米防衛協力が進展し、防衛庁は、これ

まで以上に米国側の外交・安全保障問題担当者との話し合いの場を増し、

日本政府内でも安全保障政策をめぐって影響力を高めていた。そのような

中、防衛庁は、米国側の要請に積極的に応じることで、対米発言力をさら

に増大させようとしていたといえる。

　第二に、在日米軍が負担軽減の観点から、この時期も基地従業員の大規

模な解雇を実施していたことに対し、沖縄を中心に、日本国内で混乱が生

じたことである。５月31日には、沖縄で232人の基地従業員の解雇が発表

された。これに対し、沖縄の基地従業員の労働組合である全沖縄軍労働組

合（全軍労）は、抗議声明を発表するとともに、沖縄県知事や防衛施設庁

に申し入れを行い、６月には、那覇防衛局の前で抗議の座り込みを行っ 

た45。こうした事態に対し、所轄官庁である防衛施設庁は、基地労働者の

安定的雇用の維持という観点から、労務費の負担分担に積極的だったのだ

といえる。

　基地労働者の安定的雇用という点から労務費の分担に前向きだったの

は、防衛施設庁だけではなかった。６月には、園田直官房長官も、記者会

見で、「基地労務者が解雇されるような事態となっては困る」として、労

務費の分担を検討する意向を示した46。さらには、野党の社会党も、基地

労働者の雇用を重視する観点から、「日本政府が雇用主としての責任を果

たすべきだ」して、日本政府による労務費負担を支持する47。

　こうして日本政府は、日米地位協定の範囲内で、労務費の一部負担の引

き受けに応じていく。外務省、防衛施設庁、内閣法制局は、在日米軍が支

出している経費のなかで地位協定に定められた「米軍維持にともなうすべ

ての経費」に該当しないものがあるのか精査した。その結果、日本人基地
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従業員の福利厚生費なら地位協定に抵触することなく、日本政府が負担で

きるとされたのである48。こうして、日本政府内で、暫定的に法定福利費

や任意福利費など、約60億円の労務費を引き受けることが決定される49。

日本政府の解釈によれば、日本人基地従業員の労働の対価は米軍の負担だ

が、労働の対価としての賃金以外は「地位協定で米側負担が義務づけられ

ている経費ではない」のだった50。

　もっとも、米国政府は当初、200億円以上の負担を期待していたので、

労務費の負担分担をめぐる日米協議は難航した51。結局、12月23日、日米

合同委員会で、日本人基地従業員の労務費のうち、法定福利費50億8600万

円、任意福利費１億1900万円、管理費９億8100万円、合計61億8600万円（当

時の米ドルで約2500万ドル）を日本政府が引き受けることが正式に合意さ

れる。

　日米合意の一方で、外務省では、日米地位協定上、これ以上の労務費の

負担分担は困難だと考えられていた。外務省の考えによれば、今回の約62

億円の引き受けは、「地位協定の枠内において最大限可能な額」だった。

そして、地位協定の「無理な解釈、運用を行おうとすれば容易に国会で非

難を招き、地位協定、ひいては安保条約の基盤をも揺がす結果にもなりか

ねない」。そのため、「安保条約、地位協定の枠内でなしうることは最大限

これを行うよう努力しているが、他方、なしえないことはなしえない」こ

とを米国側にも明確化する必要があると考えられたのである52。1978年１

月、中島アメリカ局長（1977年９月から条約局長と兼任）も、ホルブルッ

ク（Richard Holbrooke）国務次官補に対し、労務費の引き受けの増大に

ついて、「自分には近い将来、さらなる進展のためのいかなる方法も見え

ない」と指摘した上で、米国側の圧力はむしろ「逆効果」だと牽制したの

である53。
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　これに対し、米国政府内では、日本政府による労務費の一部負担が合意

されたことは、「先例となるブレイク・スルー」として評価されるべきも

のだったが、その金額は「その雰囲気を台無しにするほど」少ないと失望

感が漂っていた54。アブラモウィッツ（Morton Abramowitz）国防次官

補代理も、外務省の丹波實に、今回の合意は、「米側にとっては決して十

分な解決でなかった」と伝えている。その上で彼は、「現在の日米貿易問

題等にもかんがみ、本件労務費問題等を上手く処理しなければいずれはよ

り大きな問題になりかねない」と警告した55。

　もっとも、米国政府は、日本政府にさらなる労務費の負担の必要性を強

調する一方で、日本政府にとってそれが困難であることから、別の形で在

日米軍駐留経費を負担させようともしていた。それが、次に見るように、

外務省も前向きな姿勢を示していた、施設費の分担であった。

４．沖縄米軍の再編と在日米軍駐留経費問題

　以下に見るように、これ以降、在日米軍駐留経費問題に、沖縄米軍の再

編の動きが影響を与えていく。

　すでに述べたように当時、沖縄では、米軍の再編が進められ、その結果、

海兵隊が存在感を高めていた。1969年７月に第三海兵師団が、1971年４月

には第三海兵水陸両用軍司令部が、それぞれベトナムから沖縄に移転して

きた。そして沖縄では、米陸軍が1972年の約１万人から1975年の約3600人

へと大幅に縮小される一方で、米海兵隊は16000 ～ 20000人の規模を誇る

ことになる56。1975年には、陸軍から海兵隊へと、司令部のあるキャンプ

瑞慶覧の管轄や四軍調整官の任務が移管され、1976年には第一海兵航空団

の司令部が岩国から沖縄へ移転した。

　この沖縄の海兵隊の役割については、当時、米国側は日本側に次のよう

に説明している。沖縄と岩国に配備された海兵隊は、太平洋軍にとって
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「戦略的予備兵力」であり、「どこでも有事に対応できる即応兵力」だった。

そして沖縄は、海兵隊にとって「最善の位置」であり、後方地域への撤退

は、その即応性を損なうというのである57。一方、日本政府は、海兵隊を

含む在日米軍について、米国による日本防衛の意思を示す即応部隊として

重視していたことは既に見た通りである。

　しかし当時、米国内では、ベトナム戦争後の国防予算の削減の中で、海

兵隊のあり方を見直す議論が盛んになっていた。1976年２月には、ブルッ

キングス研究所が、海兵隊は機械化が進んでおらず、時代遅れだとして、

半分以上削減するべきだと主張している58。

　さらに沖縄の海兵隊の縮小・撤退についての議論も提起されている。

1975年５月、米国議会上院の軍事委員会は、日本の国内政治上、基地使用

が制約されることへの懸念を表明し、長期的な代替策を講じるよう国防長

官に求めた。1976年２月の海兵隊機関誌でも、沖縄海兵隊のあり方を再考

する論文が二本、掲載されている。一つは、「現在の沖縄と日本に第三海

兵師団と第一海兵航空団を配備しているように海外の陸上を拠点とするの

ではなく、本質的に海上を拠点とする態勢」へ海兵隊の配備を再編するよ

う提案するものだった。ここでは、沖縄の第三海兵師団を縮小して一個旅

団だけにするとともに、第三海兵師団及び第一海兵航空団の司令部をハワ

イに移転・統合することが主張されている。その上で、二個海兵水陸両用

部隊（MAU）を洋上に前方配備するとともに、ハワイ、沖縄、カルフォ

ルニアから６か月ごとに移動させる。これによって海兵隊は、海外配備に

よる政治的制約や経済的支出などを低下させつつ、即応性のあるプレゼン

スを維持できるというのだった59。もう一つの論文は、米国の戦略の重点

が欧州に向けられる中、海兵隊一個師団を日本・沖縄に置いておくのは有



－ 31 －

「思いやり予算」と日米関係1977－1978年：野添

60  Maji S. K. McKee, "Withdraw from Okinawa", Marine Corps Gazette, Feb 1976, pp. 50-
51.
61  "Rotation system studied", Marine Corps Gazette, March 1976, p.2.
62  CINCPAC, Command History 1977, p.39.
63  高嶺前掲論文、230－231頁。

益でなく、高い費用がかかるので、沖縄から海兵隊を撤退させ、米国本国

に再配備するべきだと主張している60。

　こうした議論を反映し、海兵隊は、西太平洋の兵力配備の再検討を開始

した。そこでは、戦闘即応性や、隊員が家族と離れる期間を短縮して士気

を高めることが重視され、上記の最初の論文でも提案された、六か月ごと

のローテーション方式が有力な解決策として検討されたのである61。その

上で、1977年２月、統合参謀本部は、海兵隊司令部に対し、ハワイの第一

海兵旅団から、一個MAUを引き抜き、アジア太平洋地域に前方展開され

る第31MAUのうち、洋上勤務する水陸両用即応グループとして配備する

よう助言した。同時にここでは、日本には、過剰な米軍プレゼンスがある

ので、これを削減するため、沖縄の第三海兵師団から一個歩兵大隊をカリ

フォルニアの第一海兵師団へ移転することも指示されたのである62。

　この後、1977年10月から実施されることになったのが、実戦部隊に所属

する海兵隊員を、大隊ごとに沖縄と米本土、ハワイと沖縄の間を６か月の

サイクルで移動させるというローテーション方式である。それまで、沖縄

と米国本土の間を約12か月ごとに派遣されていたのが、６か月ごとに移動

するようになることで、隊員が家族と離れて海外で暮らす期間を短縮して

士気を高め、さらに海兵隊全体の有事即応体制の強化を目指したのだった。

このローテーション方式によって、海兵隊が６か月ごとに、米国本土と沖

縄、ハワイと沖縄と、部隊ごとぐるぐる回ることになり、「在日米軍とし

ての海兵隊の実体は、透明人間のようで安保条約のワクではとらえようが

なくなった」のである63。

　さらにこの時期、欧州を重視するというカーター政権の方針の下、

NATOの防衛力強化のため、沖縄か米国本国から海兵隊のうち一個旅団

を欧州、特に英国へ移転させることが、統合参謀本部や国防次官補などに
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よって検討されている。これに対して10月、太平洋艦隊司令官は、太平洋

地域からの海兵隊の英国への移転は、在韓米軍撤退計画や、米国の関与に

ついての「同盟国や潜在敵国の認識」に大きな政治的影響を与えるとして

反対した。しかし海兵隊の欧州への移転は、この後も議論され続ける64。

　このような中、日本政府は、在韓米軍撤退に続いて、沖縄海兵隊の配備

の変更への懸念を抱いた。1977年８月、ブラウン国防長官と三原朝雄防衛

庁長官との会談に同席した丸山昇防衛次官は「沖縄の海兵隊の兵力や第七

艦隊に変更は予想されるか」と質問する。しかし、ブラウンは「どちらも

探求されていない」と返答した65。

　さらに1977年10月から、海兵隊の新たなローテーション方式が開始され

たことに対し、日本政府は不安を強めた。防衛庁首脳は、ローテーション

の開始に伴って、沖縄の第三海兵師団から一個歩兵大隊約800人が米本国

へ帰国したことに対し、沖縄の海兵隊が縮小され、日本の安全保障に影響

を与えると懸念したのである66。1970年代に入って在日米軍を含めアジア

太平洋地域から米軍が急激に削減され、今回、在韓米地上兵力の撤退が決

定したことから、日本・沖縄の海兵隊が今後急激に縮小されるのではない

かと防衛庁は見ていた。その結果、庁内では、「80年代後半には、実質的

に米陸上兵力は極東から姿を消すことも考えねばならない事態となった」

との声も上がったのである67。

　1977年年末には、米国議会予算局が報告書を提出し、その中で第七艦隊

の削減や日本からの海兵隊の縮小を提案した。こうした動きから、防衛庁

は、「沖縄の米海兵隊の撤退は時間の問題」で、「そうなると沖縄の全基地

の三分の二は不要になる」と懸念を強めた68。外務省も同報告書を受けて、

「在日米海兵師団の規模等について何らかの変更が検討されているか」に
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関心を示している69。

　注目すべきは、米国政府が、在日米軍駐留経費への日本政府の負担分担

を要求する上で、こうした日本政府の不安を利用しようとしたことである。

1977年11月、マクギファート（David E. McGiffert）国防次官補は、ブラ

ウン国防長官に対し、次のような覚書を送っている。近年、日本政府は、

在韓米地上兵力軍撤退や、在比米軍基地協定改定交渉、在日米陸軍基地及

び海兵隊基地の再編などのため、米国の北東アジアへの関与に対する不安

を強めている。これに対し、米国政府は、米国の軍事プレゼンスが恒久的

に維持され、また同盟国にとって信頼できるものだと明確化する必要があ

る。そして、在韓米地上兵力の撤退後、この目的を実現するための「最も

有効な手段」が、「西太平洋の海兵隊の立場を高めるための努力」だとい

う。彼によれば、海兵隊は、在韓米地上兵力撤退後の米軍の「地域的機動

性」や「日本における相対的な規模と可視性」という観点から重要とな

る。それゆえ、「この地域に唯一残る地上兵力である、在日海兵隊の基地

構造を改善し、この改善を支援するよう日本政府に要請する」ことが目指

されたのである。その上で彼は、米国政府は、東アジアにおける現在の兵

力レベルを維持しつつ、その兵力構造の改善を進めるべきであり、その際、 

「同盟国の資金面での支援、特に日本の支援を模索する」べきだと勧告し

た70。

　ここで具体的に提案されたのは、陸軍から海兵隊に移管される沖縄の牧

港補給施設について、施設維持のための財政支援を日本政府に求めるとい

うものだった。海兵隊が牧港補給施設を管理することで、政治的には「米

軍の関与が恒久的」であることを示し、戦略的には、優れた兵站施設を維

持することができ、作戦上も、海兵隊は岩国と合わせて貯蔵能力を向上さ

せることができる。現在、国防予算の制約のため、海兵隊は「恥ずべき」
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生活状況に置かれ、「これらの嘆かわしい状況は、海兵隊が去るのではな

いかという日本側の不安を高め」ていた。それゆえ「これらの活動費用の

支払いを支援するよう日本政府にアプローチするべき」だという。そして

現在、日本政府は、在日米軍駐留経費の負担を分担する方法を模索してい

ることから、これは実現可能な案だと考えられたのである71。

　この後も、国防省は、「韓国防衛は、日本の基地に依存する」という観

点から、在韓米軍撤退問題とともに韓国の安全保障に関心が高まる中、「日

本との同盟取決めの緊密な検討」が開始されると予想した。その上で、現

在の日本政府との主要な課題は「労務費の費用分担と、施設の費用分担」

であり、これまで米国政府は前者に集中して後者を活用できていなかった

と反省した72。つまり国防省は、在韓米軍撤退問題を利用して、日本側に

よる施設費の負担を引き出そうとした。

　このように、国防省は、労務費に続いて、施設費の負担を日本政府に要

求する方針を固めていく。国防省によれば、これまで米軍基地の整理統合

が進められてきたが、これ以上の基地の整理統合は「東アジアの兵力構造

を妨げる」とまで考えられるようになっていた。したがって、今後も維持

されるべき施設の改修費用を日本政府に求めようというのだった。その際、

施設費の引き受けは代替施設の建設に限るという前述の「大平答弁」が大

きな障害となっていたので、国防省は、「大平答弁を修正することは可能

かどうか」に関心を示したのである73。

　同じ時期、NSCの中でも、在韓米軍の維持を求める日本政府に、資金

面などで韓国の安全保障の負担分担を求めるべきだという議論が、ブレジ

ンスキーなどによって主張されていた74。これを受けてアマコストは、日

本政府によるより大きな安全保障上の負担分担のため、「日本が在日基地
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の継続的なプレゼンスに財政支援をすることのできる方法」を考慮してい

た。その際、住宅問題が深刻になっていた、横須賀、横田、三沢の海軍、

空軍の施設の建設費用が、日本政府が引き受けることのできる分野として

考えられた75。

　こうした中、1978年１月に日米高級事務レベル協議（SSC）が開催され

る。ここで丸山防衛次官は、日本国内では米国の「アジア離れ」が議論さ

れているとして、「自分としては米国の前進基地態勢に変化があるとは思

わないが、いかん」と質問している。これを受けて米国側は、「米国が次

ぎは在沖縄海兵隊の削減を検討している等のことが日本では報道されたり

しているが、かかることはなく、アジアに於る米軍のプレゼンスを減らし

てNATOに廻すなどという考えはない」と言明した76。その一方で「この

ままでは、安保ただ乗り論への批判が増加するであろう」として、米国側は、

施設費の負担分担要求を求めた。これを受けて丸山は、米国側が施設費の

「大平答弁」が「米軍の不信の一因」となっていると理解したのだった77。

５．金丸防衛庁長官のイニシアティブと「思いやり予算」の開始

　1978年４月４日、ラヴィング（Gcorge G. Loving, Jr.）在日米軍司令

官が丸山防衛次官と亘理彰防衛施設庁長官のもとを訪れ、円高・ドル安で

在日米軍駐留経費の負担が増大しているとして、日本政府の支援を要請し

た。ラヴィングによれば、特に、円高・ドル安によって基地外に住む在日

米軍人の家賃が上昇しているので、基地内に住宅を建設する必要があり、

また、基地内の施設も老朽化しているので、施設を改修しなければならな

かったのである78。

　丸山と亘理は直ちにこのことを金丸信防衛庁長官に報告した。金丸は前
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年11月に福田首相が内閣改造を行った際に防衛庁長官に就任した。当時、

防衛庁防衛局長だった伊藤圭一の回想によれば、金丸は、「アバウトでは

あったけれども、政治力というのはあった人」で、「大蔵省に対しても、

物凄く力があった｣79。報告を受けた金丸は、「日本側が思い切ったテコ入

れをしないと、在日米軍は財政面でパニック状態になってしまう」として

「思い切った増額を考えてみてくれ」と指示するのである80。

　金丸が在日米軍の財政支援の要請に積極的に応えようとした理由につい

ては、次のことが指摘できる。第一に、これまで述べてきたように、当時、

日本政府内外では、米国の東アジアへの関与縮小への懸念が高まっており、

金丸もこの懸念を共有していたことである。在韓米地上兵力の撤退などの

米軍再編の動きに加え、1978年３月に公表された米国防白書でも、米国政

府の重点がアジアよりも欧州に向けられていることが明らかになり、日本

国内では不安が高まった。金丸は、周囲から「米国はどうも欧州重視のよ

うですね。いざというとき、日本を助けてくれるのでしょうか」という声

を繰り返し耳にしたという81。金丸は「防衛庁長官として、こうした不安

を解消しなければならない」と考えていた82。さらに金丸の考えでは、「米

軍が極東に展開しているということの意義は非常に大き」く、「もしアメ

リカがいなくなったときの日本の防衛努力なんていうのはこんなものでは

とてもいかない」。したがって、「アメリカの兵隊を傭兵として使う」ため

には、「金も要るのだ」と判断したのである83。

　第二に、金丸が、防衛庁長官として成果を上げることで、自身の政治的

地位の向上を目指していたことである。金丸は、これまで専ら国内政治問

題で政治家としてのキャリアを積んできた政治家で、この時期、自民党内

で台頭していた。しかし、これより後の米国政府内の分析によれば、金丸
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は、防衛庁長官になったことを機に、日本政府内で安全保障問題における

指導者としての地位を確立しようとしていたのだった。それゆえ彼は、米

国の安全保障問題専門家ともうまく仕事ができることを示したいと考え、

防衛庁長官就任以来、対米協力に積極的だったのである84。一方、防衛庁は、

さらに対米協力を進めるためにも、より強力な発言力を求めていたといえ

る。こうした中で、それまで「いわゆる“伴食大臣”と言われていた」防

衛庁長官に「中曽根（康弘）さん以来の大物」とされた金丸が就任したこ

とは、省内でも大いに歓迎されたのである85。

　金丸の指示によって防衛庁・防衛施設庁が検討作業を進めていた４月11

日、報道で、外務省が、米国政府の要請に応じて、在日米軍基地内の住宅

建設や施設改修のための施設費を日本政府が引き受けることを検討してい

ることが明らかになった。施設費については、前述のように「大平答弁」で、

日本政府が負担するのは既存の施設の「代替」に限ることとされた。しか

し外務省は、新たな「外務省見解」を発表することで、「大平答弁」で示

された「代替」の意味を広く解釈し、施設費を日本政府がもっと負担する

ことができるようにしようとしていたのだった86。

　この報道を受けて、同日、金丸は、記者会見で、「在日米軍駐留経費軽

減について日本で何ができるか防衛庁でも検討している」と述べる87。こ

れ以降、金丸は、在日米軍駐留経費を日本政府が負担できるよう、より積

極的に動いていくのである。そこには、外務省への対抗意識もあったとい

えよう。金丸の見方では、外務省は在日米軍駐留経費の負担増大について

むしろ「万事に慎重」だった88。金丸は、５月10日の講演では、日米貿易

摩擦などの問題解決や日米関係強化のためにも、「日本をアメリカの力で

守ってもらう以上…300億円くらい、何とかしてやったらどうか」と提唱



－ 38 －

沖縄法学　第43号（2014）

89『読売新聞』1978年５月11日朝刊。
90『朝日新聞』1978年５月３日夕刊。
91『朝日新聞』1978年５月30日朝刊。
92  Tokyo09858, "Visit of Japanese Defense Minister", June 1, 1978, NSA II, JA00398.
93『朝日新聞』1978年５月30日朝刊。
94  Memorandum for Brzezinski from Armacost, "Evening Report", April 18, 1978, NLC-10-
10-7-3-9, RAC, JCPL.
95  "US-Japan Defense Cost-Sharing", May 1978, NSA II, JA00382.
96  Memorandum for Brzezinski from Armacost, "The President's Meeting with Prime 
Minister Fukuda", April 27, 1978, NSA III, JT00254.

している89。さらに金丸は、「日米安保体制が日本にとって不可欠」だと

して、在日米軍駐留経費問題を考えるよう、大蔵省にも働きかけた90。法

的には日米地位協定24条の制約があるにもかかわらず、金丸は、日本政府

による負担増大を、政治的処理で解決しようと考えていた91。

　一方、外務省は、金丸の積極姿勢に批判的だった。外務省の見方では、

在日米軍駐留経費の負担増大のためには、「多くの準備するべき作業がな

されなければならず」、これに対して金丸の発言は、あまりにも踏み込み

過ぎていた92。金丸のような姿勢では、「米国に過大な期待を抱かせる」し、

「国会や政府部内の途中で、まとまる話もまとまらなくなる」というので

ある93。もっとも同じ時期、外務省も米国駐日大使館に、この問題につい

て「日本政府は柔軟であり続けている」として、経費分担への積極姿勢を

内々に伝えている94。

　このような日本政府内の動向に対し、米国政府は期待を高めていた。米

国政府内では、米軍人とその家族のための住宅建設や基地内の施設の改修

のための費用を日本政府が引き受けるという合意は、「今年我々が望むこ

とのできるベスト」だと考えられた95。他方で米国政府は、この問題で日

本政府に圧力をかけすぎるのは、日本国内で批判を高めるのでよくないと

理解していた。日本政府も、米国側からの圧力がなければ、完全に「自発

的な」やり方で負担分担を推進することができると米国政府に伝えていた

のである。アマコストも「もし彼らが我々の要請の必要なしに行動するの

ならば、全くその方がよい！」と強調している96。

　さらに米国政府は、金丸の積極姿勢に注目しており、彼が米国の東アジ
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ア関与の維持を求めるとともに、「防衛庁長官の政治的地位を増大させる

こと」を追求していると理解していた97。それゆえ駐日大使館は、金丸に

ブリーフィングを行うよう勧告している98。

　こうした中、金丸、防衛庁・防衛施設庁は、在日米軍駐留経費のうち、

施設費を負担する方針とその根拠を明確化していく。６月６日、衆議院内

閣委員会で、亘理防衛施設庁長官は、「大平答弁の趣旨は、リロケーショ

ン（再配置・移転）や老朽施設の改善についての運用を述べたものであり、

一般的に在日米軍の（施設などの）新規提供を禁じたものではない」とい

う見解を示した。これは、在日米軍の施設費の日本政府による負担は「代

替」に限るという従来の「大平答弁」の解釈を改め、日本政府は制約なく

施設費を引き受けることができるという日米地位協定の運用方針を明確化

したものだった。さらにここで金丸は、「在日米軍は円高・ドル安で苦し

んでおり、日米安保体制の信頼性を高めるためにも、思いやりがあってい

い」と述べている99。

　しかし米国政府は、施設費だけでなく、今度は労務費のさらなる分担を

日本政府に要求する。その背景となったのは、沖縄米軍の再編計画だった。

３月、沖縄米陸軍は、牧港補給地区の管理責任やキャンプ瑞慶覧に所在す

る諸部隊の基地支援業務を海兵隊に移管し、これに伴って現地の基地従業

員を解雇するという整理統合計画を発表した100。こうした中で、６月９日

に米国側は、「日本政府は労働者の賃金や福祉手当を支払う何らかの手段

を見つけない限り、陸軍は、９月30日までに、800人もの労働者を解雇し

なければならない」と日本側に伝えたのである101。アマコストは、ブレジ

ンスキーに、日本政府は施設費の負担分担を明確化したが、労務費につい

ても可能性は開かれていると報告している102。
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　その後、日本政府は、基地従業員の解雇の中止を在日米軍に求めるべく、

米国側の負担とされてきた労務費・給与のうち、退職金の一部を新たに負

担する方針を固めた。もしこれらの基地従業員が解雇されれば、失業率が

７％で全国最悪の沖縄で大きな社会不安を引き起こすと考えられた。さら

には、この問題を放置すれば、「日米安保体制下、唯一の在日米軍戦闘部

隊である第三海兵師団の駐留規模の縮小に直結する公算も大きい」と考え

られたのである103。

　ちなみに、1978年４月、米国政府内や議会の反発などから、カーター政

権は、在韓米軍撤退計画のスケジュールの修正を発表した。しかしその後

も福田は、カーターに十分な軍事支援がなされるまで一個大隊も韓国から

撤収しないよう要請している104。こうした中、日本政府は、在韓米軍撤退、

さらにその後の沖縄の海兵隊の撤退・縮小といった事態を防ぐためにも、

労務費のさらなる引き受けを決定したといえよう。

　日本政府がさらなる労務費の負担を引き受ける方針を固める上で、また

も金丸の積極姿勢が重要であった。金丸は、「住宅建設など施設の充実は

米軍が喜ぶことは間違いないが、これらの建設はいわば一回限りの措置」

で、在日米軍の負担軽減において「短期的な効果」しか期待できないと考

えていた。金丸の見方では、「経常的経費の軽減という問題の本質的解決」

のためには、米軍が「毎年決まって支出しなければならない経常的経費」

である、労務費や光熱費を引き受けることの方が重要だったのである105。

　こうした考えから、訪米した金丸は、６月20日にブラウン国防長官と会

談し、円の価値の上昇に伴い、在日米軍に様々な問題が生じていることか

ら、日本政府は「思いやりをもって」、在日米軍を支援するべきだという

考えを述べている。その一方で、日本国内で合意を形成するべく、野党を

説得する際の問題として、沖縄での基地従業員の大量解雇を指摘した。彼

によれば、野党社会党も沖縄の基地従業員の解雇を憂慮しており、沖縄県
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知事や沖縄県議会からもこれを中止するよう要請を受けていた。その上で

金丸は、日本政府は労務費を追加的に引き受けようとしており、その金額

は、米軍がこれらの基地従業員を維持するための費用よりも10倍大きいと

して、解雇の数を縮小するよう要請したのである。これに対しブラウンは、

金丸の積極姿勢に感謝し、日本政府による財政支援は、在日米軍のプレゼ

ンスを安定的なものにすると述べた。そして、沖縄の基地従業員の解雇の

規模を縮小することが可能だという考えを示したのである106。

　金丸・ブラウン会談を受け、６月24日には、日米間で、日本政府が在日

米軍にかかる労務費の負担を増大する代わりに、沖縄での基地従業員の解

雇を最小化することが合意された107。結局、沖縄の陸軍部門の縮小に伴っ

て解雇されることになっていた基地従業員の851人のうち、397人は海兵隊

や空軍など別の部門へ移管され、解雇者数は縮小された108。

　金丸がブラウンに対し、日本政府の労務費の引き受けの増大を明言した

ものの、日本政府内の調整はいまだ十分ではなく、外務省も防衛庁が先走っ

ているとして不快に感じていた109。しかし帰国した金丸は、前述のように、

６月29日の参議院内閣委員会で、「思いやり」の立場で日本政府は在日米

軍駐留経費の負担分担について最大限努力するべきだという考えを示し

た。７月４日の衆議院決算委員会では、亘理防衛施設庁長官が、在日米軍

駐留経費に関して、「地位協定上、日本の義務とされていない経費につい

ても、国会承認を経て予算化されれば、日本側で負担が可能」との解釈を

示す110。７月14日には、防衛庁、防衛施設庁、外務省、内閣法制局の議論で、

日米地位協定第24条の新見解がまとめられた。それによれば、日本政府は、

施設の新築のための費用を引き受けることができるし、労務費負担も国会

承認があれば可能だというのだった111。さらに、亘理防衛施設庁長官は、「在
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日米軍経費負担問題と在日米軍労働者の雇用問題につき社会党の一部議員

と取り引き」を行うことで、野党の説得にも成功した112。

　こうして、1978年11月にブラウン国防長官の訪日時、日本政府が1979年

度予算で在日米軍駐留経費の負担分担を増大させることが合意される。そ

の後、12月28日の日米合同委員会で、前年度の負担も含め、日本政府は約

280億円を負担することで最終決着した。

　このような日本政府の方針を米国政府は大いに歓迎した。1978年７月末

から行われたSSCでも、米国側は、日本政府による負担分担は、「単に在

日米軍経費の負担を減少せしめた以上に、米国内における対日『ただ乗り』

批判を緩和せしめたほか、在日米軍の志気（ママ）を向上せしめ、在日米

軍のプレゼンスに安定性を与え」たと絶賛した。

　こうした中、日本政府は、依然として沖縄海兵隊の行方について懸念を

抱き続けていた。上述のSSCで、米国側は、米軍のプレゼンスについて説

明する中で、「海兵隊の展開についての変更は何ら計画されていない」と

述べた。しかし、日本側は「沖縄に関し、海兵隊の態勢に変更があり得る

か」と重ねて質問し、米国側が再び「何ら変更ない」と返答する場面が見

られた113。またこれ以前の６月、久保国防会議事務局長が国防省関係者に

対し、米国内での「沖縄からの海兵隊の移転や、フィリピン基地の削減、

NATOの紛争における太平洋から大西洋への兵力の再配備に関する声明」

は「有益ではなかった」と述べた。それらは米国政府の政策そのものでは

ないことは理解しているものの、日本国内で注目されるので、「面倒」だ

というのだった114。

　実際、1978年に入っても、海兵隊をNATO防衛のために欧州に移転す

ることが米軍内部で検討されていた。しかし、1978年12月、太平洋艦隊司

令官は、太平洋地域に海兵隊を維持することは、この地域の米軍が縮小さ
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れる中、「ソ連との兵力バランスを維持するため、見通せる将来、死活的

に重要」だと再び強く反対する。彼は、太平洋の海兵隊の役割として、世

界戦争の初期段階でアリューシャン列島を防衛することや、朝鮮半島有事

において韓国を支援すること、そしてより小さな危機において米国の意図

や決意、能力を示すことを挙げた115。

　しかもこの後、米ソ関係が悪化し、「新冷戦」へ向かっていく中で、カー

ター政権は、軍事プレゼンスを維持・強化する方針を固めていく。1979年

１月には、困難な交渉の末、米国政府が巨額の軍事援助を提供する一方で、

在比基地の自由使用を確保するという形で在比米軍基地協定改定が合意さ

れた116。さらに1979年７月には、極東におけるソ連軍の増強に対抗するべ

く、公約だった在韓米軍撤退計画の事実上の撤回を発表する。こうした中、

沖縄の海兵隊についても、ソ連に対抗し、三海峡封鎖・千島列島占領といっ

た作戦を遂行するという新たな役割が見出された117。さらにその後、米国

政府が中東を戦略上重視する中で、必要な事態になれば、沖縄から海兵隊

を中東へ出動させることも明確化されるのであった118。

おわりに

　以上のように、本稿では、日本政府が米国政府の要求する在日米軍駐留

経費の負担分担を引き受けるに至る過程を分析し、次のことを明らかにし

た。

　第一に、日本政府が在日米軍駐留経費の分担を決定する上で、これまで

示唆されてきた、カーター政権による在韓米軍撤退計画に加え、沖縄米軍

の再編問題が重要な契機となったことである。日本政府は、カーター政権

の在韓米軍撤退計画に対し、安全保障上の不安を抱いたが、さらに当時、

沖縄米軍の再編が行われていたことから、沖縄から海兵隊が撤退するので

はないかとの懸念を強めた。一方、米国政府は、このような日本政府の不
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安を利用しながら、在日米軍駐留経費を引き出したのである。

　1970年代半ば以降、米国内では、沖縄の海兵隊の縮小や撤退といった議

論が主張され、海兵隊自身も、効率化のために六か月ごとのローテーショ

ン方式を取り入れる。日本政府は、在韓米軍撤退にも見られたように、海

兵隊という米国の「地上兵力」のプレゼンスを、米国による防衛コミット

メントの証拠だとして重視していた。また、沖縄では、1970年代にかけて、

米陸軍が大幅に縮小され、それに伴って日本人基地従業員の大量解雇も実

施されていた。日本政府は、この問題を放置すれば、多くの米軍基地があ

る沖縄の社会的・経済的混乱を招くだけでなく、海兵隊の沖縄からの撤退

につながると考えたのである。

　第二に、在日米軍駐留経費の分担をめぐって、日本政府内では、外務省

と防衛庁が対立した。米国政府が当初、労務費の負担分担を求めたのに対

し、外務省は日米地位協定第24条の解釈上、労務費の引き受けは困難だと

考え、施設費の負担でこれに応じようとした。しかし、防衛庁・防衛施設

庁と金丸防衛庁長官は、日米地位協定を柔軟に解釈して米国側の要求に積

極的に応えようとした。防衛庁はこの時期、日米防衛協力が進展する中で、

日本政府内や対米関係において発言力を増していた。また金丸も、防衛庁

長官となったことを契機に、安全保障問題における発言力の強化を目指し

た。さらに、在日米軍が負担軽減や沖縄米軍の再編のため、沖縄での基地

従業員の解雇を大規模に行っていたことに対し、管轄官庁である防衛施設

庁は、米国側の要請に対応する必要があったのである。

　もっとも、外務省も防衛庁も在日米軍に対する財政支援は必要だと考え

ていたことは同じだった。当時、外務省アメリカ局長だった中島敏次郎は、

回想の中で、「在日米軍をキープして、自国の防衛を確かにするための非

常に重要な手段として、日本自身のイニシアティブとして在日米軍の経費

を軽減した」と強調する119。外務省と防衛庁の双方から頻繁に連絡を受け

ていた米国政府は、日本政府の「イニシアティブ」に期待し、最終的に労



－ 45 －

「思いやり予算」と日米関係1977－1978年：野添

務費と施設費の両方を引き出すことに成功したのである。

　こうして開始された日本政府による在日米軍駐留経費の負担分担は、在

日米軍基地の安定化に寄与することになった。このことは、米軍基地の多

くが「集中」する沖縄で特に重要な意味を持っていた。沖縄の米陸軍の縮

小とともに、現地の基地従業員が大幅に削減されてきたが、日本政府の財

政支援によって、解雇に歯止めがかかることになった。また米海兵隊は、

ベトナム戦争後、その撤退や縮小が議論されてきたが、日本政府の経費負

担は、その維持を支えることになったといえる。

　「思いやり予算」が開始された1978年11月には、「日米防衛協力のための

指針（ガイドライン）」が決定される。このように財政支援による在日米

軍基地の安定化に加えて、自衛隊と米軍の軍事協力が推進されることにな

り、日米安保体制は新たな局面に入ったのだった。




